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彦
根
の
景
観
を
守
り
育
て
よ
う

景
観
法
に
基
づ
い
て
、
彦
根
市
で

は
、
平
成
19
年
６
月
に
彦
根
市
景
観

計
画
を
定
め
ま
し
た
。
現
在
、
こ
の

計
画
に
よ
り
、
良
好
な
景
観
の
形
成

に
向
け
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

彦
根
市
景
観
計
画
は
、
私
た
ち
の

ま
ち
の
景
観
を
、
市
民
の
大
切
な
資

産
と
し
て
、
次
の
世
代
へ
伝
え
て
い

く
こ
と
を
目
的
と
し
て
策
定
し
ま
し

た
。
計
画
で
は
、「
景
観
の
区
域
」

「
良
好
な
景
観
の
形
成
に
関
す
る
方

針
」「
良
好
な
景
観
の
形
成
の
た
め

の
行
為
の
制
限
に
関
す
る
事
項
」
な

ど
に
つ
い
て
定
め
て
い
ま
す
。

景
観
形
成
地
域
な
ど
で
の

建
築
・
開
発
は
届
出
が
必
要
で
す

こ
の
な
か
の
、
良
好
な
景
観
の
形

成
の
た
め
の
行
為
の
制
限
に
関
す
る

事
項
で
は
、
市
内
で
も
特
に
良
好
な

状
態
で
残
っ
て
い
る
、
自
然
・
歴
史

的
景
観
な
ど
の
５
つ
の
地
域
を
、
景

観
形
成
地
域
と
し
て
指
定
し
ま
し
た

（
左
ペ
ー
ジ
図
）。
こ
れ
ら
の
地
域
で

は
、
建
築
・
開
発
な
ど
に
つ
い
て
、

景
観
法
と
彦
根
市
景
観
条
例
に
基
づ

い
て
届
出
を
義
務
づ
け
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
景
観
形

成
地
域
お
よ
び
こ
の
地
域
以
外
の
区

域
で
、
次
に
あ
げ
る
建
築
な
ど
の
行

為
を
行
う
前
に
は
、
届
出
書
の
提
出

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
届
出
が
必
要
な
建
築
物
な

ど
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
景
観

形
成
地
域
な
ど
で
、
地
域
基
準
を
定

め
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
基
準
に
沿

っ
た
建
築
計
画
と
し
て
い
た
だ
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

彦
根
市
景
観
計
画
お
よ
び
届
け
出

の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
彦
根
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ま
た
は

都
市
計

画
課
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
詳
し
い
景
観
形
成
地
域
指

定
図
は
同
課
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

届
け
出
が
必
要
と
な
る
行
為

▼
景
観
形
成
地
域

・
建
築
物
の
新
築
、
増
築
、
改
築
も

し
く
は
移
転
、
外
観
を
変
更
す
る

こ
と
と
な
る
修
繕
、
も
し
く
は
模

様
替
え
、
ま
た
は
色
彩
の
変
更

・
工
作
物
の
新
設
、
増
築
、
改
築
も

し
く
は
移
転
、
外
観
を
変
更
す
る

こ
と
と
な
る
修
繕
、
も
し
く
は
模

様
替
え
、
ま
た
は
色
彩
の
変
更

・
都
市
計
画
法
第
４
条
第
12
号
に
規

定
す
る
開
発
行
為
、
そ
の
他
政
令

で
定
め
る
行
為

・
土
地
の
開
墾
、
土
石
の
採
取
、
鉱

物
の
掘
採
、
そ
の
他
の
土
地
の
形

質
の
変
更

・
木
竹
の
伐
採

・
屋
外
に
お
け
る
土
石
、
廃
棄
物
、

再
生
資
源
、
そ
の
他
の
物
件
の
堆

積
・
水
面
の
埋
立
て
ま
た
は
干
拓

※
軽
易
な
行
為
に
あ
っ
て
は
、
届
出

を
要
し
な
い

▼
景
観
形
成
地
域
以
外
の
区
域

下
の
表
の
と
お
り

問
い
合
わ
せ
先

都
市
計
画
課

30

６
１
２
４
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
24

８

５
１
７
番

景
観
形
成
地
域
内
で
建
築
・
開
発
な
ど
の
計
画
や
、
景
観
形
成
地
域
以
外
で

一
定
規
模
以
上
の
建
築
物
な
ど
を
計
画
す
る
場
合
は
届
出
が
必
要
で
す

市
内
に
お
い
て

建
物
の
建
築
、
開
発
な
ど
を
す
る
人
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
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現
在
、
市
立
病
院
の
眼
科
に

は
、
常
勤
医
師
２
人
と
非
常
勤

医
師
１
人
が
所
属
し
て
い
ま

す
。
こ
の
３
人
で
、
月
〜
金
曜

日
の
午
前
と
、
月
・
水
・
木
曜

日
の
午
後
の
外
来
診
療
に
あ
た

っ
て
い
ま
す
。ま
た
火
曜
日
と
、

金
曜
日
の
午
後
は
手
術
を
行
い

ま
す
。

眼
科
の
主
な
治
療
は
手
術
で

す
。
市
立
病
院
で
は
、
主
に
白

内
障
の
手
術
を
行
っ
て
い
ま

す
。
手
術
と
い
う
と
、
入
院
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
高

齢
者
や
、
な
ん
ら
か
の
リ
ス
ク

の
あ
る
人
を
除
け
ば
、
患
者
さ

ん
の
希
望
に
あ
わ
せ
て
、
日
帰

り
で
の
手
術
も
可
能
で
す
。

市
立
病
院
の
眼
科
で
は
、
白

内
障
手
術
の
ほ
か
、
糖
尿
病
網

膜
症
の
硝
子
体
手
術
、
網
膜
剥

離
手
術
、
緑
内
障
手
術
な
ど
、

平
成
18
年
度
に
は
５
２
０
件
の

手
術
を
し
ま
し
た
。

ま
た
、
市
立
病
院
に
は
、
３

人
の
視
能
訓
練
士
が
い
ま
す
。

視
能
訓
練
士
と
は
、
視
力
検
査

や
斜
視
の
検
査
な
ど
の
眼
科
一

般
の
検
査
を
行
う
ほ
か
、
視
力

や
両
眼
視
機
能
を
改
善
さ
せ
る

た
め
に
メ
ガ
ネ
の
調
整
を
し
た

り
、
訓
練
を
し
た
り
す
る
眼
科

領
域
の
専
門
職
で
す
。
市
立
病

院
で
は
、
医
師
と
視
能
訓
練
士

が
チ
ー
ム
と
な
っ
て
、
斜
視

（
両
目
の
視
線
が
同
じ
方
向
に

向
か
な
い
）
や
、
弱
視
（
眼
そ

の
も
の
は
健
康
だ
が
、
メ
ガ
ネ

や
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
を
つ
け

て
も
視
力
が
弱
い
）
の
治
療
や

訓
練
を
し
て
い
ま
す
。

子
ど
も
の
視
力
や
、
視
線
の

こ
と
な
ど
で
不
安
の
あ
る
人
は

一
度
ご
相
談
く
だ
さ
い
。


